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国際機関人事情報セミナー企画第３弾 
 

 
ＪＰＯから国際機関へ！ ～外務省の国際機関派遣制度ＪＰＯに関するセミナー～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記 録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催日時 ２００８年２月２２日（金）午後６時～午後８時 

開催場所 弁護士会館（日弁連）１７階１７０１会議室 
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鈴木 これから「ＪＰＯから国際機関へ！ ～外務省の国際機関派遣制度ＪＰＯに関する

セミナー～」を始めさせていただきたいと思います。私は本日、司会を務めさせていただ

きます、日弁連国際室副室長をさせていただいております、弁護士の鈴木雅子と申します。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、この東京会場のほかにテレビ会議システムを使って、このほか７地点とつない

で中継をさせていただいております。そのため、若干中継に手間取りましたため、開始の

時間が遅れましたことをおわび申し上げます。 

 それではまず、日弁連副会長であります松本新太郎より、本日のセミナー開催にあたっ

てのごあいさつを申し上げます。 

 

松本 日弁連、国際関係を担当しております、副会長の松本でございます。本日はお忙し

い中、「ＪＰＯから国際機関へ！」と題しましたこのセミナーにご参加いただきまして、あ

りがとうございます。 

 日本弁護士連合会では、本年度の重要課題の一つとして、日弁連の国際化というのを掲

げております。これまで日弁連は、東南アジアを中心とした法整備支援の受託としての専

門家弁護士の派遣、あるいは諸外国からの研修生、実務家の受け入れなどを行ってきてお

りますし、また日本法令の外国語訳と並んで、海外機関で弁護士が活動することの支援な

ども行ってきております。これまで 2004 年１月と、それから 2006 年の５月に「国際機関

人事情報セミナー」と題しましたセミナーや、外務省のご提案にかかる任期付きの公務員

制度に関する説明会などで、国際機関への就職に関する情報提供のためのセミナーなどを

定期的に行ってまいりました。今回、外務省が主催で毎年行っております、国際機関への

派遣制度であるＪＰＯ、ジュニア・プロフェッショナル・オフィサーを中心にして、国際

機関で働いてみようと考えておられる皆様にご参加いただく企画として、このセミナーを

開催した次第です。 

 法律業務におきましても、国際的な知識、経験が必要とされる分野というのは、かなり

の速度で拡大していると思います。わが国では、これまで外国弁護士を受け入れるという、

そういう方向で多くの時間、そして労力を使ってきたのですが、グローバル化する世界の

中で、閉鎖的な方向での動きのみでは、対応が難しくなってきているのは明らかだろうと

思います。今後は日本の弁護士、特に若い方々が国内で培ったスキル、そしてマインドを

持って、海外でこれを活用されると、またさらなるスキルアップを果たすことが期待され

ている時代であろうと思います。お隣の韓国では、韓国籍を有する、主としてアメリカの

資格を有する外国法弁護士の数は、韓国法の弁護士による弁護士数を上回るといわれてお

ります。国際機関での活動という面も、わが国をしのいでいるというのが実情です。また、

国際機関での活動というのは、諸外国では、わが国とは比較にならないほど希望者も多く、

非常な難関だというふうに聞いております。日本においては、今がチャンスと言えないこ

ともないというふうに思います。 
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 本日は、現に国際機関で活躍される方々の体験報告もあり、国際活動を肌で感じていた

だけるのではないかと思っております。このセミナーをきっかけにして、ご参加の皆さん

が海外で活躍されると、またその経験を国内に還元していただくというようなことができ

ることを期待いたしまして、開会のごあいさつとさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

鈴木 松本副会長、ありがとうございました。本日は、このＪＰＯを主催されておられま

す、外務省の国際機関人事センターからもおいでいただいております。人事センター室長

の松原昭様より、ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

松原 外務省国際機関人事センター室長の松原です。今日は、このようなセミナーを開催

して頂きました日弁連にお礼申し上げたいと思います。また、国際機関への勤務を考えて

いらっしゃる方々にこれほど多くご参加頂き、非常に嬉しく思っています。 

 

鈴木 ありがとうございました。そうしましたら、松原室長には、引き続き、このＪＰＯ

というのが一体どういう制度なのかという概要のご説明をちょうだいできればと思います。

よろしくお願い申し上げます。 

 

松原 まず、国際機関の採用方法と日本の採用制度というのは異なっており、日本で非常

に優秀と見なされている方でも、ストレートに国際機関に入れるかというと、必ずしもそ

うではないという点についてご説明いたします。 

例えば、旧司法試験制度では、大学の学部生のうちに司法試験に合格して弁護士になら

れた優秀な方がいらっしゃると思います。但し、大学中退の場合は、残念ながら、国際機

関の採用制度からすると、大学卒の学歴すら有していないということになってしまいます。

加えて、日本の採用制度では、毎年春に新卒の学部生を一括採用し、内部で必要な教育期

間を設け、自らの組織に必要な人材として育成します。他方、国際機関は、採用したら直

ぐに働ける即戦力を求めますので、そのポストに関連した職務経験を有している人が必要

とされます。日本企業であれば、職務経験がなくとも潜在能力という観点から、将来性が

あるとして採用することがあるのかもしれませんが、国際機関はそのような観点で評価し、

採用を決定することはありません。 

 次に、国際機関がどのような場合に人の募集を行うかといえば、ある職員が退職したり、

違うポストに異動するような場合、ポストが空きますので、空席公告を出し、人を募集し

ます。国際公務員は基本的に任期付きの採用ということになっており、現在国際公務員と

して働いている方でも、任期中に空席公告に応募して採用されない限り、現在のポストの

任期が切れた時点で職を失ってしまうということになります。国際公務員としてキャリア

を積む場合、空席公告への応募を続けていかなければなりません。 
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 財政貢献に比べて、邦人職員数、つまり我が国の人的貢献が著しく少ない状況にあると

ころ、かかる状況の改善を図る必要から、国際機関における邦人職員増強施策の一環とし

て、１９７４年に外務省はＪＰＯ派遣制度を開始しました。具体的には、国際公務員を志

望する若手邦人を、原則２年間、国際機関に派遣し、国際機関における正規職員となるた

めに必要な知識・経験を積む機会を提供する制度です。派遣先は、国連システムの基金・

計画、専門機関であり、国連事務局は基本的に対象としていません。また、世銀、ＩＭＦ

等国際金融機関は派遣の対象としておりません。 

 ＪＰＯの応募資格は、受験年の４月１日現在で３５歳以下の方で、大学院修士課程修了、

これは受験年の翌年６月までに修了見込みも含みます。他方で、学位取得分野が文学、体

育、芸術又は語学のみという方は対象とはなりません。また、ある程度の職務経験を有す

ること、将来にわたり国際機関で働くことを志望すること、日本国籍を有すること、英語

またはフランス語のうち少なくとも 1カ国語で職務遂行が可能なことが挙げられます。 

 選考プロセスにつきましては、４月から募集を行い、８月に書面審査を行いまして、９

月から１０月に二次審査の面接を、東京、ジュネーブ、ニューヨークの３カ所で実施しま

す。そして、１２月に最終合格者の発表を行い、翌年の４月から翌々年の３月の間に、派

遣することになります。 

 ＪＰＯ全員をＰ２ステップ１の格付けで派遣しております。２００７年度ＪＰＯの選考

の競争率は、応募者が３１４名、第一次審査合格者１００名、最終合格者４３名です。２

００６年度ＪＰＯの主な派遣先としては、ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦ、ＷＦＰ、ＵＮＨＣＲ、

ＦＡＯ、ＩＬＯがあります。ＪＰＯ派遣者の主なポストは、プログラム・オフィサー、エ

ネルギー・環境、貧困と経済、ガバナンス、人権となっております。 

単に邦人職員数を増やすというだけではなく、邦人職員の職種の幅を広げるという意味

でも、多岐な分野を専門とされる方々に本制度に応募していただきたいと考えています。

先ほど日弁連副会長の松本様から弁護士の国際化というお話がありましたが、法律専門家

の方々に、果敢に国際機関にチャレンジして頂ければと思います。そのステップとして、

このＪＰＯを一つのツールとして考えて頂ければと思います。 

 因みに、２００３年度ＪＰＯで何らかの形で国際機関に残っている方の割合は５４％で

す。これは、任期終了後、国際機関において正規ポスト、短期の契約やコンサルタント契

約等の形で国際機関に残られた方を指します。国際機関に残ることが出来るか否かは、個

人の努力にかかっており、一口に５４％といっても、２人に１人が残れると単純に考える

ことは出来ないと思います。 

 原則２年間、ＪＰＯとして国際機関での経験を積む訳ですが、任期終了後に自動的に国

際機関の正規職員になることが保証されるものではありません。正規職員になるためには、

ＪＰＯ派遣期間中に空席公告に応募し、正規採用されなければなりません。そのためには

ＪＰＯとしての勤務開始後なるべく早く良い評価を得る必要があります。加えて、情報収

集、ネットワーク作りを行い、ＪＰＯ派遣終了後、正規の職員として採用される努力が必
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要となります。   

 

鈴木 松原さん、短い時間に豊富な情報をいただきましてありがとうございました。最後

に質疑応答の時間設けておりますので、ご質問は最後に受け付けさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 それでは、続きまして、では実際にＪＰＯで派遣されたお二人からお話を伺いたいと思

います。まずはじめに、勝間靖様よりお話をちょうだいしたいと思います。勝間靖様のご

経歴につきましては、本日お配りしております資料の２ページ目に詳しいことを記載して

おります。ユニセフでの勤務のご経験をお持ちです。時間の制約もありますので、ここで

は詳しいプロフィールのご紹介は省略をさせていただきます。 

 それでは勝間様、よろしくお願い申し上げます。 

 

勝間 ご紹介いただきました、勝間と申します。よろしくお願いします。今、早稲田大学

で教員として研究・教育に携わっておりますけれど、２年前まで、ユニセフで９年ぐらい

仕事をしておりました。まず開発援助の現場として、特にメキシコを中心として仕事をし

たのち、それから人道支援の現場ということで、ちょうどタリバンの時代にアフガニスタ

ンで仕事をしました。今日は、わたしの体験も含めながら、ユニセフの中で、どういった

人権の仕事があるかをお話できればと思っております。 

 ユニセフの中には日本人職員もかなりおり、30 人強ぐらいのいわゆる正規の専門職員と

して活躍されています。また、20 人以上のＪＰＯが常時いると思います。その中に、最近

の傾向として、医学博士の資格をお持ちで、医学の臨床の現場で仕事をされたあとに、ユ

ニセフのＪＰＯとなる方が、この数年ぐらいでしょうか、出てきております。具体的には、

心臓外科医として活躍をされた方が、臨床の現場を離れて、ユニセフに入ってこられると

いった日本人もいらっしゃいます。しかし、残念ながら、司法試験に合格した法曹の方が、

ユニセフに来られた事例は、日本人ではまだいらっしゃらないんじゃないかなと思ってお

ります。ただ、日本以外の国からは、多くの法曹の方が弁護士の仕事をされたあと、ユニ

セフに来られているという現状があります。わたし自身は、日本の法学部において学部と

大学院を出ておりますけれど、司法の経験があるわけではなくて、研究者としてユニセフ

に入っておりますので、多少皆さんとは経験が違うかと思います。 

 先ほど松原室長から、国連へ入るのは難しいというお話があったんですけど、これで皆

さん、めげる必要は全くありません。きっと、司法試験のほうが難しいです。ですから、

司法試験を突破されるような方は、ＪＰＯに十分なれると。ただ、もちろん、松原室長が

おっしゃったとおり、司法試験で非常に優秀な成績だったからといって、国連職員として

ふさわしいかというのは、また別の問題なので、それは皆さんの適性とか、ご関心に合わ

せて考えていただければというふうに思っております。 

 少し簡単に、人権という中でも、ユニセフがどういったことをやっているかを少しご説
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明したいんですけど、法律の専門家の前でこういったお話をするのはちょっと緊張します。

まず、グローバルな人権のレジームというのがあるわけですね。その中には、特に国連憲

章、世界人権宣言であるとか人権規約、そういったものがあるわけですね。特に七つの人

権条約が中心となるわけですけれど、ユニセフの場合は、子どもの権利条約を促進してい

こう、子どもの権利を実現していこう、そういった国連機関ということです。ユニセフの

中にいると、全員が人権の専門家でなければならないというふうに言われます。そして、

このときの専門家というのは、要するにリーガルマインドを持って子どもの権利を実現し

ていこうと、そういったことになるわけなんです。アプローチとしては、学際的なアプロ

ーチですので、国際保健の専門家が健康である権利を実現するために、場合によっては予

防接種のプログラムを相手の保健省と交渉するということもあります。また、子どもの保

護ということで、人権侵害に遭った子どもたちの保護であるとか、人権救済、そういった

仕事も行います。そういったグローバルな視点の中では、特に子どもの権利条約というも

のが重要です。 

 地域的な人権レジームがあるところがあるわけですね。アジアには、残念ながらいまだ

にないわけですけれど、ヨーロッパであるとか、アフリカであるとか、ラテンアメリカに

は地域的な人権レジームがありますので、そういったところで、ユニセフの地域事務所の

レベルで仕事を行うこともあります。当然、それが国内においてうまく動かなくてはいけ

ないということになるわけで、ですからユニセフの場合、現地の国事務所に行けば、その

国の法律の専門家と一緒に、仕事をするということが多々あります。 

 途上国の各国には国連カントリーチームがあるわけですけど、この中にユニセフという

機関もあるわけですね。もちろんＵＮＨＣＲであるとか、ＵＮＤＰであるとか、ほかの国

連機関もあるわけです。例えばメキシコであれば、メキシコにある国連機関がカントリー

チームというものを組んでいて、相手の国、そこの国の人権の実現に向けて、いろいろな

仕事をするわけですけど、子どもの権利条約の場合は、条約ですので、子どもの権利委員

会というものがありますね。そこで、締約国は定期的に報告を行う。政府が当然報告を行

うわけですけれども、ＮＧＯがシャドーレポートを提出する。それをジュネーブにある子

どもの権利委員会において議論するということが行われていくわけですね。 

 メキシコ政府というのは、非常にしっかりした政府なので、そういったレポートをかな

り自分で書けるわけですけれど、書けない国もあるわけですね。そういったところであれ

ば、子どもの権利委員会に対する政府報告書を作るお手伝いとするということがあります。

さらに、シャドーレポートを作る市民社会、弁護士協会であるとか、あるいはＮＧＯと協

力しながら、シャドーレポートに対してもコメントを行っていくことがあります。当然、

ユニセフとして、直接的に子どもの権利委員会に対して意見を言うこともあります。それ

に対して、子どもの権利委員会は、いろいろな勧告を行うわけですね。その勧告のフォロ

ーアップを国連として、メキシコにおいて行っていくという仕事があります。 

 わたし自身がメキシコ時代に担当していたのは、子どもの保護に関わるプロジェクトで
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した。子どもの権利条約には、選択議定書が二つあるわけですけど、その一つとして、子

どもの性的搾取や子どもポルノに関する選択議定書があります。これについてのフォロー

アップということを担当しておりました。ちょうど 1996 年にストックホルムで、子どもの

商業的性的搾取に反対する世界会議というものがあったわけですけれど、このちょうどフ

ォローアップをするような仕事をしておりました。場合によっては、政治的なアドボカシ

ーを行うこともあります。そういったことを政府に対して働きかける、あるいはＮＧＯと

協力するということが仕事としてあります。 

 ユニセフにおいては、すべてにおいて人権を主流化していくことが進められております。

これは、1989 年に国連総会で子どもの権利条約が採択されてから数年後になるわけですけ

ど、ユニセフとして、組織のミッションとして子どもの権利条約が位置づけられました。

ですから、チャリティーを行うというよりは、人権の実現のために、予防接種を行わせよ

う、できるだけその国の保健省がちゃんと予算を取って、自らができるようにするという

ことですね。それに対して、アドボカシーを行っていくわけです。当然、それが結果を出

すような成果重視のアプローチを取る。それによって、国連の加盟国が合意した 2015 年ま

でに達成すべきミレニアム開発目標に向けて、仕事を進めていくというふうになっており

ます。 

 すべてのユニセフの活動において、人権を主流化していくということなんですけれど、

子どもの権利が満たされていないと、そういった状況について、アセスメントを行ってい

く、つまり、現状を把握していくということですね。いろいろな報告書を作成する、ある

いは市民社会と一緒に調査を行う、そういった現状の分析を行っていくわけですね。子ど

もが権利の主体なわけですけれども、その権利の請求をするために、いろいろな形でアド

ボカシーを行っていくという、社会政策に働きかけることもやるわけですね。子どもの権

利条約を署名して批准している政府は、履行義務があるわけですけれど、その履行義務に

対してしっかりやってほしいということを言うということですね。特に、市民的、政治的

権利だけではなくて、特に途上国においては、社会権に対して政府がコミットメントして

ほしいということですね。それは、条約上のコミットメントだけではなくて、予算的なコ

ミットメントもしてもらうということになります。 

 また、予算の執行において、それがその国における社会的な公正さをちゃんと保障する

ように使われているかどうかってことですね。例えば、わたしがアフガニスタンにいた際、

女性に対しては教育の権利が認められていなかった。タリバンは、女性の教育を受ける権

利を否定していたわけですけれど、これは非差別の原則からするとおかしいわけですから、

それに対して働きかけを行っていくということですね。あるいは少数民族に対して、教育

へのアクセスがない。あるいは予防接種のキャンペーンを行うときに、障害を持つ子ども

たちが予防接種を受けられない、そういった状況がある場合は、人権の視点から、いろん

な政府の省庁に対して働きかけていくということが行われるわけです。 

 当然、政府がすべてできれば良いわけです。メキシコ政府の場合は、いろんなことを自
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分でできるだけの能力を持ってるわけですけれど、アフガニスタン政府の場合ですと、自

分ですべてができるわけじゃなくて、いろいろな能力が不足してる場合がある。そういっ

たところで、国際協力という形で、ユニセフが場合によっては開発計画を作成していくた

めに協力を行う。子どもの権利委員会に対する報告書の作成を手伝う。場合によっては、

予防接種を行うためのワクチンがない、ワクチンを供与するというケースも当然出てくる

わけです。そういった意味では、技術的な協力だけじゃなくて、資金的な協力、あるいは

場合によっては、ものによる協力というものも含まれているということです。大事なのは、

予防接種に対して協力をするにしても、かわいそうだから協力するというよりも、むしろ

予防接種を受ける権利を子どもが持っているのに、それが実現していない。これは、本質

的には国の政府の責任なわけなんですけれど、その履行義務をちゃんと果たしてもらう。

軍事費に予算をつけるんじゃなくて、子どもの予防接種にちゃんと予算をつけるよう、予

算に対しても監視していくっていうことが重要ですし、それでも、それができない場合、

不足してる部分を国際協力として支援していくということもあるわけです。 

 さて、ユニセフの中のスタッフの状況ですけれど、国際専門職員と呼ばれている人が大

体 23％ぐらいなんですね。スタッフの中には、その国の専門家が国内専門職員として雇用

されてるケースもあります。ここでは、国際専門職員の話をしますが、皆さんがＪＰＯの

あとに正規職員として残られる場合は、国際専門職員ということになるわけですけれど、

スタッフ全体におけるこの国際専門職員の比率は全体の４分の１以下くらいだということ

ですね。全体として、8,000 人ぐらいの人がユニセフの職員としているわけですけれど、

そのうち国際専門職員は、2,000 人ぐらいだということになります。その中で、どういっ

た国の人が多いのかというと、ヨーロッパの出身、北アメリカの出身、とくにアメリカ、

カナダの人が圧倒的に多いということですね。これは、国連の設立の背景を考えても分か

ると思われます。第二次世界大戦の戦勝国が中心となって国連を作ったわけですので、そ

のときに入った方がたくさんいらっしゃるということですね。ただ、団塊の世代の方がこ

れから大量に定年退職を迎えるということなので、その中でどれだけアジア、日本の方が

入っていけるか、そういった状況にあるということです。ですから、そういう意味では、

チャンスは多々あるというふうに思っております。 

 国連といえば、男女の比率としては、女性が半分近くを占めていらっしゃいます。46％

ぐらいだということですね。基本的にユニセフの中で、女性がジェンダーによって不利な

状況に置かれたということは、ほとんどないと思います。男性と同様に、あるいは女性の

ほうがむしろ活躍している職場ではないかというふうに思います。実際、ユニセフの日本

人職員の中で、着実にキャリアを伸ばしていらっしゃる方がたくさんいるわけなんですけ

れど、所長レベルを見ると、日本人女性が非常に頑張っていらっしゃる。所長レベルで日

本人職員を見ると、半分以上が女性で占められているという印象があります。 

 仕事の場なんですけれど、ユニセフというのは、非常に現場型の組織ですので、本部が

15％ぐらいで、ヨーロッパが 6％ぐらいということで、それ以外のほとんどが途上国の現
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場で仕事をしてるという、非常に現場型の職場だということが言えます。こういった仕事

に就くために、どういったものが必要かということなんですけど、これは先ほど松原室長

からご報告があったとおりなんですけれど、非常な多文化の中で仕事をしていくというこ

と、また本部の仕事よりも、むしろ途上国の現場での仕事が多いということなので、そう

いった現場で動ける人が求められています。つまり、机の上だけではなくて、現場で動け

る、つまり交渉力を持って、相手の政府と交渉できるような人たちが求められてるという

ことが言えるかと思います。 

 特に法曹の資格が必要かというと、必ずしもそういった人ばかりではないですね。もち

ろん、人権の仕事に就かれる方は、司法試験に合格していることは、もちろん非常にプラ

スだと思います。だけれども、必ずしも必需ではないということです。実は、国際保健の

仕事も、医学博士の資格を持ってる方もいれば、公衆衛生の資格を持って仕事をされてる

方もいらっしゃいます。そういう意味では、必ずしも必要だというわけじゃないんですけ

れど、ただ本部とか、地域事務所レベルになると、かなり高い専門性を必要とされるので、

資格を持ってるほうが良いと言えます。 

 もう一つは、国連全体だと思うんですけれど、やはりコモンローの知識と実務経験があ

るほうが、恐らくよろしいということがあるかと思います。恐らく、日本の法学部は、や

っぱり日本の制定法を中心とした法体系を中心に学ばれると思うので、あまりコモンロー

の勉強をされないかもしれないですね。どこかで留学されることがあれば、そういった勉

強をされることが良いということと、アメリカに留学されるんであれば、アメリカのバー

試験で資格を取っておくということも、プラスに働くというふうに思っています。 

 情報については、ホームページにたくさん載っているわけなんですけれど、ユニセフに

もヤング・プロフェッショナルのプログラムがあります。これは２年に１回か、３年に１

回ぐらい募集するわけですけれど、ここではＰ３レベルとＰ２レベル、なかでもＰ３レベ

ルを中心として雇用がされるわけですけれど、これは正規職員になるということを前提と

した試験です。まさに即戦力にある人を採用するということになっています。ユニセフの

場合、ヤング・プロフェッショナルが 35 歳未満となっておりまして、ユニセフがＪＰＯを

採用する際には 32 歳までを優先すると言っているかと思います。 

 

松原 ＪＰＯの場合は３５歳までになっています。 

 

勝間 ユニセフでは。 

 

松原 ＵＮＩＣＥＦユニセフ側で 32 歳未満を優先しますね。 

 

勝間 はい、そうなんです。外務省は、ＪＰＯの試験を行うときに、35 歳未満ということ

でやっているわけなんですけど、そこで外務省による選抜が行われたあと、今度は、選抜
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された候補者が各国連機関に応募していくわけですね。そのときに、ユニセフ側は、ヤン

グ・プロフェショナルが 35 歳未満なので、ＪＰＯは、できれば 32 歳ぐらいまでというふ

うに言うことがあります。もちろん例外はあるわけです。わたし自身も、実は 34 歳でＪＰ

Ｏになっています。わたしの場合は、博士号を取ってからＪＰＯになっていますので、少

しぎりぎりで入っているということになっています。 

 一つお勧めしたいことがあります。もちろん、これから司法試験を受けられる方は、ま

ず司法試験に受かっていただかなくてはいけないんですけれど、一つのお勧めは、インタ

ーンシップを経験するということですね。大学院生であるってことが条件なんですけれど、

大学院に在学中に、ユニセフの事務所でインターンシップをするということは非常に重要

かと思います。別にユニセフでなくても、国連人権高等弁務官事務所でもかまいませんし、

ほかの国連機関でもいいんですけれど、国連がどういった仕事をしてるかってことを知っ

ていただくということがすごく重要です、無給なんですけれど、こういったインターンシ

ップをしたということが履歴書の中にあると、この人は真剣であるというふうに取ってい

ただけることもあるかもしれません。また、推薦状を書いていただく、レファレンスって

いうんでしょうか、やっぱり国連の人から推薦があるっていうことは、非常に重要だと思

います。 

 ほかに、いろいろな情報については、ユニセフのインターンシップのホームページを見

ていただければいいんですけれど、日本国籍のかたで、ユニセフでインターンシップをし

たいっていう方には、財団法人日本ユニセフ協会を知って頂くといいと思います。品川に

あるんですけれど、これは、ユニセフを応援する日本のＮＧＯなんですけれど、そこで、

ユニセフの現場でのインターンシップを後押ししてくれるようなプログラムがあります。

具体的には交通費とか、渡航費とか、保険代とか、そういったものを出してくれるという

ことと、ユニセフの現地事務所に対して日本ユニセフ協会が交渉してくれて、インターン

シップのポジションを取ってくれます。個人で交渉してるとなかなかうまくいかないこと

もあり、そういったプログラムを利用すると有利かもしれませんので、日本ユニセフ協会

のホームページもチェックしていただけるといいかなと思いました。どうもありがとうご

ざいました。 

 

鈴木 勝間様、大変ありがとうございました。また、お二人から勇気づけられる補足をい

ただきまして、併せてお礼申し上げます。 

 続きまして、根本かおる様よりお話をいただきたいと思います。根本様のご経歴につき

ましては、資料の３ページに記載がございます。根本様は、ＪＰＯでトルコでの勤務を皮

切りに、その後ＵＮＨＣＲの職員となられて、現在、日本ＵＮＨＣＲ協会の事務局長をさ

れておられます。それでは、根本様、よろしくお願い申し上げます。 

 

根本 はい。皆さん、こんばんは。今、ご紹介にあずかりました、国連難民高等弁務官事
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務所、ＵＮＨＣＲの国内委員会、日本ＵＮＨＣＲ協会で事務局長をしております、根本か

おるといいます。96 年からＪＰＯとして、まずＵＮＨＣＲに入って、10 年あまりの国連難

民高等弁務官事務所での職務を経て、今、日本での仕事をしております。ＵＮＨＣＲは、

難民の権利の保護を扱っている機関で、機関の中で見回してみますと、犬も歩けば弁護士

に当たるというぐらいに、弁護士の人たちが非常に多い機関です。私の場合は、司法試験

は受けておりませんし、そういった意味では、弁護士としての職務経験はありませんが、

学部で法学部を出て勉強をしたのと、それから後に、修士号を国際法および国際関係論で

取った、こういったことで得たリーガルマインドが、後にＵＮＨＣＲに入ってから実に役

立ったと実感しております。 

 私の場合、日本ではマスコミに入って、８年ほど実務経験を経て、そして留学をして、

その当時は日本の会社を休職して行った。留学を終えてから日本に戻るつもりだったんで

すね。これが会社との約束だったんですけれども、実を言いますと、留学している最中に、

ＵＮＨＣＲのネパールでの難民支援活動、これにインターンとしてかかわる経験があった。

これが私の人生を大きく変えることになって、このインターンシップの経験を経て、ＪＰ

Ｏにアプライし、そして国連のほうに移っていった、そのような経緯がございます。 

 今、考えてみますと、松原室長から即戦力が大切だというお話がありましたけれども、

やはり実務経験で培った結果を上げるという姿勢、それから留学したときには、難民法を

自分の専門とし、すぐに難民認定の仕事ができるぐらいにいろいろと勉強をして、準備を

していた。それから、ＪＰＯを受けたころから、やはり英語だけではだめだ。フランス語

も必要になってくるということで、留学している最中からフランス語の授業を受けて、後

にフランス語での職務も遂行できるように心の準備をしておいた。語学面での準備もして

いた。そういったところが、後にＵＮＨＣＲに入ってから、非常に自分の役に立ったんで

はないかなと感じております。 

 さて、ＵＮＨＣＲですけれども、1950 年に設立されまして、設立当初は、スタッフ数わ

ずか30名の小さな機関だったんですが、今ではおよそ6,300名、そのうち日本人の職員は、

ＪＰＯも合わせましておよそ 80 人、そのうちの３分の２が女性です。日本人職員の多くの

人たちがＪＰＯ出身者です。私は、96 年度にＪＰＯとしてＵＮＨＣＲに入ったわけですけ

れども、その当時は同じ年度に、ＪＰＯとして入った日本人は４人いました。そのうちの

４人全員が、ＵＮＨＣＲの職員として現在も残っております。最近の傾向を見てみますと、

先ほど松原さんからもお話ありましたけれども、大体ＵＮＨＣＲには３名から４名ぐらい、

残留率は大体 50％から 60％、そういったレベルかと思います。私が入った年度に関して言

いますと、４名いたＪＰＯの中で、難民の保護、国際人権法を扱う部門で入った人が４人

中３名いました。そういったことからも、いかにリーガルマインドを持ってることが、後

に残っていくことに大切かということがお分かりいただけるかと思います。 

 6,300 名いる職員のうち、ジュネーブの本部にいるのはわずか 900 名程度ですので、お

よそ 85％が本部を離れたフィールドで仕事をしている。フィールドといっても、首都を離
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れて、さらに国境に近いへき地、キャンプに近いへき地、そういったところでの仕事がほ

とんどでして、その多くが単身赴任地域、家族も連れていけない、そして電気もない、ガ

スもない、それから水も場合によっては出ない、そういった非常に厳しい、タフな条件で

の仕事が中心になってきます。ですので、こういったＵＮＨＣＲのような機関で働くこと

を目指しておられるかたは、もちろんリーガルマインドも大切なんですけれども、同時に、

そういったへき地でもしっかり仕事ができる、そういったタフな気持ち、そして丈夫な胃

腸が必要です。それからいろいろな国々の人たちと一緒に仕事をするというわけで、歌っ

て踊れて、そしてへき地での仕事を楽しめるような、そういった心構えというものも、リ

ーガルマインドに併せて大切なんじゃないかというのがございます。 

 職員を見てみますと、やはり難民という宗教的な違い、あるいは政治的な違いというこ

とで、ふるさとを追われた人たちを保護する機関ですから、自分自身も難民である、ある

いは自分自身も難民であった、そういった特別な思い入れを持って、実際の任務に当たっ

てる人たちが非常に多い。それもＵＮＨＣＲの特徴なのではないかなと思います。 

 ＵＮＨＣＲの仕事ですけれども、まず難民が発生して命を救い、そしてとりあえずの生

活を保障する。すぐにふるさとに戻れればいいんですけれども、なかなかそういうわけに

はいかない。そういう中で、最低限の生活を保障することが必要。それも物質的なことだ

けではなくて、心のケア、トラウマを持った人たちもいます。大変な思いをして、逃げて

きた人たちがほとんどです。といったことで、精神面での支えということも必要になって

きます。そして、こういった人たちが、またふるさとに戻れるように、ふるさとに戻れな

い場合は、受け入れ国あるいは第三国で、第２のふるさとが見付かるように支える、そう

いったことがＵＮＨＣＲの仕事になります。ですので、問題の発生から問題の解決まで、

これをトータルコーディネートする。実際の支援活動も、ユニセフであるとか、ＷＦＰで

あるとか、さまざまな国連機関、それから国際的および現地のＮＧＯ、そして受け入れ国

政府、さまざまなアクターとの調整をしながらの仕事になってきます。ですので、調整力

ということが、また必要になってくる仕事かと思います。 

 この中で、日本人の特性というものを考えてみると、よく思うんですが、日本人であっ

てよかったなと、実際に難民支援の仕事をしていて感じることがよくありました。例えば

アフリカであるとか、中東であるとか、あるいはバルカン半島であるとか、そういったと

ころでの激しい民族対立の中で、日本は幸いにして、そういった紛争に加担してこなかっ

た。そういった中で、日本人の職員であると、非常に信頼をしてもらえるという実感を持

つことができました。それから、ほんとにいろんな立場、いろんな意見を持ってる人たち

をうまくまとめて、解決に導いていかなければいけない。そういったときに、日本人の非

常に粘り強く、辛抱強く、人の意見を聴きながらまとめる、こういった部分が特性として

あるのかなと感じました。 

 ＵＮＨＣＲの活動は、難民の人々の生活を 360 度から支えています。水の支給、毛布の

支給、ビニールシートの支給、またそういった物資を運ぶという輸送、トラック輸送であ
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るとか、海上輸送、医療、食料、法的保護、教育、職業訓練、環境保全、植林、そういっ

た面での仕事をしておりますけれども、すべてに勝間さんも強調なさったライツベースド

アプローチ、やはり保護の権利の増進、人々が権利を享受できるように配慮しながらの仕

事になってきます。ＵＮＨＣＲの援助対象者ですけれども、もちろん難民がありますけれ

ども、難民の地位がまだ確定していない申請段階の人たち、ひ護申請者、こういった人た

ちもおりますし、ふるさとに戻った帰還民、帰還した人たちが、以前、国を逃れた難民で

あったがために差別を受ける、そのようなことがないように、しっかりと定着できること

を見守るという仕事もＵＮＨＣＲのマンデートの一つです。 

 それから、ＵＮＨＣＲの専門性にかんがみて、無国籍者をなくしていくという仕事もし

ています。無国籍問題に関しては、1954 年、そして 61 年の無国籍問題予防、それから解

決に向けての条約というものがありまして、これの批准を進めるということもＵＮＨＣＲ

の仕事です。 

 また、難民といいますと、宗教的、民族的な、それから政治的な意見の違い、そういっ

たことを理由にしてふるさとを逃れ、そして国境を越えて他国に保護を求める。これは

1951 年、難民条約上の定義なんですけれども、同じような原因で、理由で家を追われたけ

れども、国境を越えることができない、それで自分の国の中に滞留しながら、避難生活を

続けている人たちもいまして、これは業界内では国内避難民と呼んでいます。国内避難民

に対する保護活動というものも、ＵＮＨＣＲの大切な仕事の一つになっています。援助対

象者は、日本の人口のおよそ４分の１に当たる 3,300 万人ですね。 

 ちょっとこれは飛ばしますが、ＵＮＨＣＲの難民保護施策の代表例をちょっと幾つかご

紹介したいんですけれども、難民問題に関しては、1951 年に採択された難民条約というも

のがあります。この難民条約の第 35 条で、ＵＮＨＣＲは、スーパーバイザリー・ロール、

締約国が条約にのっとった適用をしているかどうか、それに対してお目付役として見守っ

ていくという役割が与えられています。難民条約の締結、それから批准を推進するという

こと、難民の現状改善のための施策あるいは国内法の整備、それから改善、そういったこ

とも大切な仕事になります。また、難民の登録、それから登録証を発行するということや、

難民の数や権利状況に関するデータを収集する。また、支援物資の提供を政府や関係ＮＧ

Ｏと調整しながら行っていく。先ほど申し上げたように、いつまでもこの人たちが難民で

あっていいわけがないですので、難民問題が解決するように模索していく、そういったこ

とが仕事になっています。 

 ＵＮＨＣＲの中で、保護を所管している職務の代表例をちょっとご紹介したいなと思う

んですけれども、ジュネーブの本部には、難民の保護に関する方針、それから政策をつか

さどっている部局がありまして、それは、デパートメント・オブ・インターナショナル・

プロテクション・サービシスといいます。私も２年半ほどこちらの部局で仕事をしたこと

があります。ここは、弁護士がごろごろいます。わたしのように、法学士の資格は取得し

ていても、弁護士ではないという人は、どちらかというとマイノリティーでした。それか
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ら、アジアであるとか、アフリカであるとか、そういった地域局、地域のオペレーション

事業をつかさどっている局にも、やはり難民に対する保護政策がきちっと守られてるかど

うかのお目付役に当たるリーガルアドバイザーという人たちがいます。 

 フィールドに目を転じてみますと、保護を所管する中心的な職務のタイトルとしては、

プロテクションオフィサー。それから特に、首都レベルで政府とやりとりしながら国内法

や指針の整備や改善などをつかさどるのは、リーガルオフィサー。それから、エリジビリ

ティーオフィサーというのは、特に難民認定審査を所管して、ひ護申請者から聴き取り調

査をして、その人が国際法上の難民の定義に当てはまるかどうかを審査する、という仕事

をつかさどっている人です。また、難民として登録されること、レジストレーション、こ

れも難民の保護施策の大切な基盤になりますので、そのレジストレーションを担当してい

る人、レジストレーションオフィサー。 

また、解決を特に所管しているデュラブルソリューションズオフィサー。 

 難民問題の解決には、自分のふるさとの国に帰るリパトリエーション、それから第三国

に出国して、そこで定住するというリセットルメント、それから受け入れ先の国、まず逃

げて、受け入れてもらった国に根を下ろして暮らしていくローカルインテグレーション、

この三つがあるんですけれども、この三つの恒久的解決、デュラブルソリューションズを

模索することを専門としている職種です。それから、コミュニティーサービシスオフィサ

ー、これは特にジェンダー問題をつかさどってる人に関しては、ジェンダーオフィサーと

いうタイトルであったり、あるいは子供の保護をつかさどっている人であると、チャイル

ドプロテクションオフィサー、というようなタイトルになることもありますけれども、特

にぜい弱な立場に置かれていると見られる女性、それから子供、あとお年寄り、そういっ

た人たちの権利保護を特につかさどる人たちです。 

 わたしの場合は、まずトルコのアンカラで、難民認定のエリジビリティーに関係する仕

事をやりました。ＪＰＯとして２年務めまして、その間に先ほどお話もありました、正規

職員として残るための空席公募にアプライする。このときも、なかなか残れません。自分

の一つの戦略といいますか、タクティクスとして考えたのは、あまり人が行きたがらない、

例えばアフリカのフランス語圏の、しかも首都から遠く離れたへき地のフィールドオフィ

ス、そういうところになると、あまりコンペティターがいないんです。そこに集中して応

募して、それと同時に、やっぱり自分を知ってもらわなければいけない、それも決定者、

決定する力を持ってる人に知ってもらおうということで、自費でジュネーブの本部まで行

って、決定権を持ってる人に自己紹介をして、アピールをしました。大変です。大変です

が、やはりそういうチャレンジ精神、当たって砕けろぐらいの気持ちを持って挑戦してい

ただけると、必ずや道が開けるんではないかなと思います。 

 そして残ったわけですけれども、そのあとも、わたしはできれば本部を経験したい。本

部を経験したあとは、ローヤーでもありませんし、ずっと難民の保護という狭い範囲の中

で働いていくよりかは、もうちょっと自分の範囲を広げたいと思いまして、広報官である
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とか、それから事務所の所長ということをやりまして、今は国内委員会の長として、広報、

ＰＲ、そして民間の方々からのお金集めをすると、そういうふうに自分の中で、自分のキ

ャリアディベロップメントというものをイメージしながら、アプライということもしてい

った。そういったところがあります。 

 というわけで、やはりインターンであるとか、ボランティアであるとか、そういったこ

とで、まず難民問題に触れるということ、これがわたしを含めた多くの人たちにとって、

道を開くきっかけになったかと思います。ＵＮＨＣＲ駐日事務所では、今、ＵＮＨＣＲユ

ースという組織を立ち上げました。これはどういう組織かというと、大学あるいは大学院

生の方々で、難民問題をサークル活動的に取り上げて、勉強したいと思っておられる方々

の緩やかなサークルです。というわけで、こういったＵＮＨＣＲユースによる活動にかか

わるということも一つでしょうし、先ほどいろいろとお話もありました、インターンシッ

プにアプライしてみるとか、ボランティアをしてみるとか、そういったことも非常に道を

開く、いいきっかけになるかと思います。ぜひ一度、日本ＵＮＨＣＲ協会のホームページ

を見ていただきまして、そこにもいろいろとそういった将来につながるような情報も載っ

ておりますので、ごらんになっていただければと思います。 

 また今日、お手元にこちらの冊子をお配りしております。この冊子の中には、数多くの

ＵＮＨＣＲの日本人職員の体験談、手記も載っております。ですので、それもあわせてご

らんになっていただければ、どのような奮闘をしているのかということも、お分かりいた

だけるかと思います。というわけで、お時間になりました。どうもご清聴、ありがとうご

ざいました。 

 

鈴木 根本様、大変、参考になる興味深いお話をありがとうございました。 

 それでは今、皆さんのお話の中にもキーワードとして何度か出てきましたインターンと

いう言葉がありますが、次に、実際に弁護士で、インターンの経験を国連人権高等弁務官

事務所でされた、弁護士の山本晋平のほうからお話をいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

 

山本 ご紹介にあずかりました山本です。わたしは、お三方からそれぞれお話ありました

ので、お三方への質問になるようなことも含めて、どんどんと思いつきのようなことをお

話しさせていただきたいと思います。わたしがインターンのときにしたことは、お手元の

資料で 27 ページ、「国連・ＯＨＣＨＲ（ニューヨーク）でのインターン」に書いてあるの

で、ご興味がありましたら読んでいただければと思います。 

 ４ページにわたしの経歴が書いてありますが、52 期で弁護士になりまして、2000 年から

４年ちょっと実務経験をしたあとに、2004 年の夏に留学して、2004 年から 2005 年まで１

年ぐらいアメリカのロースクールでＬＬ.Ｍ.（法学修士）をやって、そのあと国連でイン

ターンをしたんですね。それが国連人権高等弁務官事務所、ＯＨＣＨＲのインターンとい
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うことになって、ＯＨＣＨＲでインターンする前に、ニューヨーク州の司法試験を受けて、

インターンをしている途中に合格通知が届いたと、そういう流れです。 

 最初に今までのお話で、断片的な形も含めて出た情報から、一応のお勧め、ＪＰＯを使

って国際機関に行く弁護士にとってのお勧めというのは、多分、わたしの留学のタイミン

グがちょっとだけ遅いというのをまず申し上げたいと思います。弁護士としての実務経験

は、わたしは４年少しだったわけですけど、もう１、２年早く留学して、アメリカかイギ

リスに留学する、つまりコモンローというお話が先ほど出ましたけど、そこで修士の資格

を取る。そして（日本に）帰ってきて、ＪＰＯにアプライする。留学中に、在学期間中あ

るいはその直後に、国連でインターンをする。こういうのが多分かなり有力な道筋、それ

に限る必要はないんですけど、というのもいろんな方がいらっしゃいますから、それに限

る必要はないというのは、強く申し上げたいと思いますけど、ただ、一応の典型的な道と

しては、このような流れを考えていいんじゃないかな、というのが一つの印象ですね。 

 今、わたし自身は、インターンはＬＬ.Ｍ.を修了した直後にしたと言いましたけど、こ

れは、実は例えば先ほど勝間さんが、ユニセフでのインターンは、院生の在学期間中とい

うのが要件になっているというお話をされて、ＯＨＣＨＲもホームページを見ると、そう

書いてあります。でも、わたし自身は、そうではなかったんですよね。国連のインターン

とか、国連の就職というのは、わたしの知る限り、そういうことはよくあります。つまり

情報を見て、「これ、オレ、ダメだな」と思ったらダメといいますか。「どうなのかな」と

思って知っている人に聞いてみると、実は意外と行けることがある。そういう世界、よく

あるんですよね。 

 だから、例えばわたしが日本に帰ってきて、わたしが真剣に考えていたかどうかはとも

かく、ＪＰＯの可能性もあるかなと思って、ある人に、ＵＮＨＣＲ、難民のほうに勤務経

験のある人に相談して、「私もＪＰＯあるかな」と言ったら、その人は「それは違う」と。

つまりわたしの場合は、日本でそれだけ実務経験があって、アメリカでも修士を取って、

「それだと君はＪＰＯじゃない、Ｐ３ぐらいにアプライしろ」と。Ｐ３というのは、ＪＰ

Ｏで想定されているＰ２より、一つ上のプロフェショナルのランクですけど、そういった

言われ方をされたことがあるんですね。わたしの経歴を見ると、ぴたりとくるのは、ＪＰ

ＯあるいはＰ２かなとわたしは思ったわけです。ところが、知っている人に話を聞いてみ

ると、「おまえは上へ行け」というふうに言う人が、例えばいる。そのためには、もちろん

さっき根本さんの話にあったように、決定権者のとこに行ってアピールするとか、そうい

う努力はすごく必要なんだと思うんですが、それでも、例えば「それぐらいしろ」という

言い方をされました。 

 つまり、何が言いたいかというと、条件などが記載された紙を見て、それに自分が合っ

ているかどうかをチェックするのは、すごく大事なんですけれども、情報収集は、それで

とどまってはいけなくて、知っている人に話を聞くというのが、まずすごく大事だという

のを申し上げたいなというふうに思います。ですから、例えば今日の機会で関心を持った、
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あるいはすでに持っているという方は、今日、この前に並んでいる人などを是非つかまえ

て、わたしなんかでも、国連でインターンをした一つのメリットは、人脈ができました。

みんな弁護士ではないんですが、インターンをやったあとにＪＰＯという人は、わたしに

は、ニューヨークでインターンしたおかげで周りにたくさんいるし、ニューヨークで、本

部で勤務している日本人の国連職員というのも、知り合えた人がたくさんいるんですね。

こちらの、勝間さん、根本さんはもっとたくさん知り合いがいらっしゃる。例えば質問を

いただくと、わたしで答えられる質問でなくても、だれに聞けば、その質問に答えられそ

うかというのは分かるんですね。多分そういうことは、ここにいらっしゃる方、今日のス

ピーカーの皆さんそうだと思うので、だれかに聞いてみると、その人が誰かにつないでく

れるとか、そういうつながりがどんどん出てくるんですよね。そういう意味でも、人のつ

ながりを大事に、それからちょっとのことであきらめないというか、むしろプラスに考え

ていくというか、そういうことがまず大事なんだろうと、雑駁な話ですみませんけど、そ

う思います。 

 実際、それでインターンになって、ＪＰＯになった人というのは、たくさんいるわけで

すけれども、わたしの場合、まずインターンになるプロセスは、わたしの記憶する限りで

は、単にインターンの応募ホームページを見て、そのとおりにアプライしたというんでは

なくて、まずＯＨＣＨＲのニューヨーク事務所に日本人のオフィサーがいるんですけど、

つてをまず辿ったというふうに記憶しています。その人からの話で日本人のインターンを

採る見込みがあるというようなことが分かって、そのあとアプライしたというふうに覚え

ていますね。つまり、表面的なものだけを見て、それに応募するっていうよりも、いろん

な他の情報を集めてアプライしたというふうに記憶しています。 

 インターンになってみると、国連の内部でどういう仕事をしているか、非常に分かる面

があるし、また、わたしが働いたのはニューヨークの本部でしたが、今日のお話で、勝間

さん、根本さんは、本部の話もありましたけれども、フィールドのお話が中心でした。フ

ィールドで仕事をしたいか、ニューヨークなり、ジュネーブなり本部的なところで仕事を

したいかというのも、多分皆さんそれぞれ関心、目標、興味などあると思うんですけど、

わたしが見たのは、本部から見た国連ということには、なってしまうわけです。ちょっと

だけその印象を話すと、本部から見た国連というのは、幾つか面白い面、一つは外交関係

が目に見える面白さ、あるいは外交関係が作られていくプロセスが目に見える面白さとい

うのがありましたね。日本と、例えばどこかの国がどういう外交関係にあるかというのは、

目に見えることはあまりないわけですけれど、国連の議場では見えるわけですね。日本が

何か発言すると、「いや、それは違う」といって、例えばある国が発言したりするわけです。

そうすると、日本とその国はこういう関係なんだと、その場で見える。そういうまず本部

的な面がありますね。 

 それから、ニューヨークというのは、国連のＯＨＣＨＲ以外のほかの機関、いろんな機

関がありますから、それらがどういうふうに連携しているか、あるいはどこに連携が足り



 18

ないかというようなことを見ることもできます。少し質問になりますが、ＪＰＯで国連本

部というルートが、どれぐらい一般的にあるのかというのは、ちょっと分からないので、

ＪＰＯでわたしの知っている方は、みんなフィールドに行くんですけれども、本部で働き

たいというような人も、今日の参加者の方の中には、もしかしたらいらっしゃるんじゃな

いかと思って、実例とか、可能なのか、教えていただければというふうに思います。 

 また、本部で、例えばネパールで何か起きたというのが、現地から情報が入ってきて、

では本部はどう対応しようという、そういう現地と本部とのやりとりとか、そういうプロ

セスなども、本部にいると非常に面白いことだったなと思います。 

 ばらばらとした話をして申し訳ないんですが、今日、松原室長が用意してくださった資

料の中に「国際機関における法律関連業務」というのがあって、非常に参考になるものだ

と思います。この中で、例えば法務局（ＯＬＡ、Office of Legal Affairs）でこういう仕事

がやりたいというのは、比較的、本部的な仕事かな、という気がします。また、わたしが

見聞した中で、ＯＬＡの業務の中で「ＯＬＡはこんなことやっているんだ、面白いな」と

思ったのは、例えば、現在カンボジアで行われているクメール・ルージュ裁判に対する国

連としてのアシスタンス、これは実はＯＬＡ、国連法務部がやっています。ですから、例

えばそんなことも法務部でアシストして、一人か二人は、ニューヨークのＯＬＡからカン

ボジアに行っている人もいます、というか、もしかしたら短期間の限定かもしれませんけ

ど、いたりしました。そういう意味で、フィールドで自分が仕事をしたいのか、本部で仕

事をしたいのか、自分がどういう仕事をしたいのかというのを、例えばこの資料などを見

ながらイメージしていただいて、それをするためには、どこにどういうふうにすればいい

のか、自分で考えるとともに、人に相談するというのが大事なんだろうなというふうに思

ったりしています。 

 それからフィールドで、実際に現場に近いところで仕事をしたいという場合は、実際、

根本さんは今ＮＧＯにおられるわけですけれども、国際機関で仕事をするのとＮＧＯで仕

事をするのは、非常に近い部分もあるし、といってやっていることが同じではなくて、自

分はどちらがやりたいのかというのもあるでしょうし、それから、その両方を行き来する

人もたくさんいますから、例えばそういうことも含めて考えるんだろうなと。言わなくて

も分かることかもしれませんが、申し上げておきます。 

 わたしが一番、インターンをした中で思ったことの一つは、やはり「日本人法曹の不在」

ですよね。つまり、さきほどいろいろとお話があったように、法律家、弁護士は、国際機

関にはたくさんいるんですね。人権高等弁務官事務所は人権のことを扱い、子供の権利を

扱うユニセフ、難民の権利を扱うＵＮＨＣＲと、みんなそういう法律関連の仕事がたくさ

んあるのに、日本人は法曹がいないんですよね。これはもう圧倒的な不在で、それは非常

に痛感したことでした。わたしは自分が行くまで実感していなかったんですけど、そうい

う意味でいうと、自分は比較的まれな存在になっているんだというのは、わたしはインタ

ーンになって初めて知ったんですけれども、しかし、日本人を採りたいという国際機関側
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の事情は、実はあるんですね。日本が分担金をたくさん出していて、本当は採らなければ

いけないという要請があって、日本人の法律家であるというのは、売りになるはずなんで

すね。だからといって、みんな絶対大丈夫という保証をするつもりはありませんが、しか

し、それは意識されていいんじゃないかと。 

 それから、ほかに先ほど根本さんがおっしゃったように、日本人だから実はほかの人よ

り気づくこととか、自分がいつもやっていることが、それは向こうには優しいというふう

に受け止められるんだとか、粘り強い、我慢強いというように受け止められるんだとか、

そういうこともありますね。そういうことも含めて、わたしが申し上げたいのは、自分が

これに合致しているかどうかを見て、これは合っていない、というふうなマイナス思考で

はなくて、プラス思考で、かつ自分が、何がやりたいのかというのをよく考え、自分は何

が強いのか、自分のどこが魅力かというのを考えて、それをアピールしていくということ

の大事さを申し上げたいなと思います。それを踏まえて、人に相談するということですね。

今日はこのぐらいにしましょうか。 

 最後に、もう一つの印象は、もうお話に出たんですが、やはり男女それぞれ、特に女性

がたくさん活躍している職場だなというのは、わたしの印象です。日本の法曹界がどれぐ

らい女性にとって働きやすいかというのは、わたしがコメントするよりも女性にしていた

だいた方がいいと思うんですが、国際機関というのは、女性が働きやすい職場なんだなと

いうのは、一応、男から見ても、そう思えたということは付け加えておきます。ただ、さ

きほど勝間さんがおっしゃったユニセフで、所長レベルで男があまりいないとおっしゃっ

たんですが、今、ユニセフの東ティモールの所長の久木田さんは男性ですから、男性陣も

頑張れというエールとして、最後に付け加えておきたいと思います。雑ぱくな話で恐縮で

す。ありがとうございました。 

 

鈴木 山本さん、実際的なお話をありがとうございました。 

 それでは、どうしましょうか。今、質疑応答に入る前に、今の山本さんのほうから話が

あったところで、もし補足や、例えば本部勤務がどの程度あるかというような質問も出て

ましたけども。 

 

松原 フィールド事務所にＪＰＯを派遣するというのが原則です。単に国際公務員になり

たいというのではなく、国際機関で何をやりたいかということをまず考え、その上で国際

機関を選ぶことが重要であると思います。フィールドベースで活動を行っている国際機関

では、フィールド勤務の経験がない人が残ることは難しいということになります。 

 

山本 すみません、先ほど質問しようと思っていて１つ忘れたんですが、「修士」というこ

との意味なんですけれども、アメリカでＪＤというのは、ジュリスドクター、たまに博士

と訳されたりするけれども、国連の採用のプロセスでは、修士、博士というふうには扱わ
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れていないと聞いたことがあるんですよね。日本のロースクールを出て、それは修士とい

うふうにやっぱり考えられないんじゃないかなとわたしは思ったんですけれども、多分、

結構切実な問題なので、その辺りをご存じでしたら、教えていただければと思います。 

 

松原 法科大学院を出られ、弁護士になられて実際の勤務体験を持たれることが、やはり

重要だと思います。 

 

鈴木 ありがとうございました。そうしましたら、残り 25 分ほどありますので、質疑応答

の時間にさせていただきたいと思います。冒頭申し上げましたとおり、本日はここの会場

のほかに、今、合わせて全部で東京会場のほかに５地点ありますので、最初に東京会場か

ら質問を受け付けましたあとに、ほかにつないでいる地方のほうからの質問を受け付けさ

せていただくということにさせていただきたいと思います。それではまず、この東京会場

のほうでご質問のあるかた、挙手をいただけますでしょうか。 

 

受講者１ こんにちは。ロースクールから参りました。今日はほんと、お話ありがとうご

ざいました。実務的な話とかもいろいろあって、大変参考になりました。 

 １点、伺いたいんですけれども、どなたでもかまわないんですけれども、職務経験につ

いて伺いたいんですね。ＪＰＯでは職務経験を要求してると思うんですけれども、今ロー

スクール出て、最短で飛び級で行ったとしても、弁護士になれるのが 25 歳、そこからユニ

セフに入りたいとしたら、そこからの７年間ということで、すごく限られた時間の中で、

即戦力になる職務経験を積まなければいけないと思うんですけれども、何か例示などあれ

ば、教えていただきたいなと思います。 

 

松原 ＪＰＯといえども、実際に国際機関に入ると国際公務員として一人前の仕事をする

ことが求められますので、全く職務経験のない人はＪＰＯでの派遣は難しいことになりま

す。そういう意味でも、先ほど申し上げました通り、弁護士としての経験をある程度積ま

れた上で国際機関に入るのがよろしいかと思います。 

 

勝間 やはり、入ってから即戦力としていい仕事ができるか、そこでいい評価を職場で得

ることができるかということが、ＪＰＯが終わったあとに、正規職員として残るために非

常に重要です。そういう意味では、ある程度自分としてやっていけるだけの自信を持って

入られるのがいいのかなと思います。職歴についても、いろいろ機関によっても違うとは

思うんですけど、３年ぐらいあるといいんですよね。というのは、ＪＰＯは、通常Ｐ２の

レベルで入るわけなんですけど、Ｐ２のあと、ＪＰＯ以外のＰ２ポストっていうのはあん

まりないので、どうしてもＰ３のポストに応募することが多いです。そのときに、職歴が

大体５年ぐらいとかが最低求められるわけですよ。ですから、ＪＰＯの２年間、プラスそ
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の前に３年ぐらいあると、合わせ技で５年ぐらいあるということで、Ｐ３ポストで残るこ

とが可能になるということかと思います。 

 

山本 少しだけ補足すると、これに限る必要はないという前置きをしたうえで、やはり日

本で法律業務をしたということは、日本人の弁護士ですと言って、自分を売っていくとき

に非常に強みになります。例えば「日本の刑事裁判ではこうなるんですよ」という説明が

できます。「自分は経験しています」と。あるいは日本の民事裁判でもそうですが。もちろ

ん、それに限る必要はなくて、つまりわたしの場合はそうだったというだけで、それは、

ほかの経験をしていればいいわけですけれど、でも日本の法律業務をしたということが、

そういう意味でのプラスになることは間違いない。だから、ほかの経験でもいいんでしょ

うけれども、日本の弁護士資格を取ったのだったら、日本の法律実務を少しでもやってお

くというのは、プラスになることは間違いないというのは申し上げておきます。 

 

受講者１ ありがとうございました。 

 

鈴木 ありがとうございました。では、そこのかた、はい、よろしくお願いします。 

 

受講者２ すみません。わたし、弁護士なのですが、今日、多分、若いかたが多いのかな

と思って、あえて質問したいと思うんですが、実はわたし、昔、ニューヨークでＪＰＯに

応募して、玉砕した経験がありまして、それからさらにそのころ、日本人の職員が少ない

ということで、外務省が確か窓口になって、ＵＮＨＣＲの職員の公募がありまして、次の

年にはそれに受かったんですけど、労災によって、結局短期のジョブを得たものの、それ

がキャンセルになってできなかったというような、そういう昔話を持っております。 

 わたしがちょっと伺ってっていうか、関心があったのは、当時、わたしのころ、わたし

の記憶ですとＪＰＯって、むしろ今のお話と違って、経験のない若いかた、大学出たての

かたたちが受かられる制度だったという記憶が、かなりわたしの中では、鮮明にあるんで

す。それで、ちょっと実は今日、驚いてたんですけど、30 歳以上のかたが受かるという可

能性は、ほとんど考えられないような印象をわたし個人が受けてたんで、わたしの周りで、

恐らく 20 人くらいＪＰＯを受けた人、それから中で受かった人、二人知ってますけれども、

当時、わたし、国連代表部に伺って面接をしたときに、正直、実は大変いいかたに会いま

して、「あなた、来るとこじゃないよ」と言われました。わたし、渉外事務所の弁護士で、

実務３年目でコロンビア大学のロースクールに留学して、コロンビアまで行ったときに、

ＪＰＯにアプライしてたと思うんですけれども、あなた、来るとこじゃないかもしれない

けど、話は分かるし、自分としては、こういうあなたみたいな人に、何というんですか、

働いてほしいというか、国際機関に関心を持ってほしいのでと言って、国連の中の日本人

の職員のかたで、リーガルのかたを紹介していただきまして、大変その後、今に至るまで
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親しくさせていただきました。 

 そういうことがあったんですけれど、話を戻しますが、わたしの関心事は、ＪＰＯ、そ

れから多分、入り口はＪＰＯだけじゃないんじゃないかと思うんですけれども、年齢とか、

今もちょっと職歴出ましたけど、どんなのが、いろんなケース・バイ・ケースだと思いま

すけれども、平均値といいますか、大体どんな感じのイメージを持っていればよろしいの

かというふうなところが伺いたいと思います。ちなみに、当時わたし、28 か 29 歳でした

けども、ちょっと年を取りすぎたかなというような感じでした、当時は。 

 

鈴木 先ほどの山本さんのほうでも、４年ちょっとの実務経験で、ＪＰＯはちょっともう、

合わないんじゃないかというようなアドバイスをいただいたという話もありましたので、

あわせてその辺りをお話いただければありがたく思います。 

 

松原 先ほど勝間先生も言われましたように、ＪＰＯの応募条件というのは、ＪＰＯとし

て２年間の経験もプラスして、ＪＰＯ派遣終了時点で、空席公告に応募できるだけの要件

が揃うかどうかということが、一つの判断基準になります。そう考えますと、ＪＰＯ派遣

時には、最低でも、やはり大学院の学位、そして、少なくとも２、３年の職歴が必要とな

ります。ＪＰＯを目指す方々のレベルも毎年高くなってきており、多くの人が集まるよう

になってきたということもありまして、先程申し上げたような条件をＪＰＯの応募資格と

して考えて頂ければと思います。 

 

鈴木 勝間さんと根本さんからお話を伺って、今のお話でも、若干もう少しキャリアを積

まれてから、ＪＰＯにトライするということだったかなと思うんですが、逆にキャリアを

積みすぎていると、マイナスになるようなことがあるのかないのかというようなことも含

めて、ちょっとお話いただければありがたいと思います。 

 

根本 わたしがＪＰＯの試験を受けたのは、95 年だったですね。その当時、わたしは 32

歳で、実際にＪＰＯの職務を始めたのが 33 歳でした。同じ年度にＵＮＨＣＲに入られた日

本人のほかのＪＰＯの方々、わたしよりも確かに若かったですけれども、やはり職務経験

なかったという人はいらっしゃらなかったし、わたし自身の比較的長い職務経験がマイナ

スに働いたということは、１回も感じたことはございません。後に正規職員になってから、

比較的早く人をまとめる仕事とかも任せていただいたりとか、自分のキャリアを振り返っ

てみると、それは、かえってよかったことかなと思うところがあります。 

 入り口としては、コンサルタントであるとか、ＵＮボランティアであるとか、あるいは

ＵＮＨＣＲに関していうと、ＩＲＣ、インターナショナル・レスキュー・コミッティーと

いうアメリカに本部のある大きな大手の国際ＮＧＯが、特にＵＮＨＣＲの現場のプロテク

ション業務に人を送り込むためのロスター、これはＵＮＨＣＲの職員とは別に作ってるん
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ですね。そこを入り口にして、ＵＮＨＣＲの職員になられるかたも多い。 

 それから、ＪＰＯで入っても、ＵＮＨＣＲの場合は、今ＪＰＯ在任中にインターナショ

ナル・プロフェッショナル・ロスターという試験を受けて、試験に合格すると、ようやく

正規職員としてアプライできる資格をもらえるんですね。というわけで、非常に狭き門に

なっていますので、逆に言うと、やはりいろいろと経験を積んで、試験にもきちっと通れ

る、そういった実力をつけておくってことが必要になってくるのかなと思います。 

 

鈴木 ありがとうございました。よろしいでしょうか。そうしましたら、ここでいったん

地方のほうからもご質問がないか、受け付けたいと思います。今、仙台と福岡と愛知につ

ながってるというふうに聞いてますけれども、そちらのほうからご質問ありましたら、挙

手になるんでしょうか、お願いできればと思いますが、いかがでしょうか。 

 もしわたしの目が悪くて、よく見えてなかったら申し訳ないんですが、特にご質問、上

がってらっしゃらないでしょうかね。そうすると、ちょっと次の地点に移っちゃいますけ

ども、大丈夫でしょうか。 

 そうしましたら、次が京都と長崎と兵庫に画面切り替えていただいたということなんで

すが、いかがでしょうか、ご質問おありでしたら、挙手お願いしたいと思います。お一人

いらっしゃいますかね。じゃ、京都のほうで挙手いただいてるということですので、ご質

問お願いいたします。 

 聞こえてないんですけども、もうお話いただいてるのかしら。 

 

松原 私の承知する限りでは、日本の弁護士資格を持った方がＪＰＯに合格され、国際機

関にＪＰＯとして派遣されたという例はありません。先ほど申しましたように、皆様には

漠然と国際機関に入る、国際公務員になるというのではなく、法律の知識、御経験を使っ

て国際機関で何をしたいのかというのをまず考えて頂きたいと思います。 

 

山本 私へのご質問ありがとうございます。わたしは、日本で留学する前から、企業法務

を一方でしながら人権活動をしていたんですね。わたしは、大学時代は例えば当時ＨＩＶ

訴訟といいましたが、その支援活動などもやっていたし、弁護士になってからは、ハンセ

ン病訴訟の弁護団で人権訴訟などを扱ったり、ほかにもありますけど、大きなところでは

そういうことをしたりしていました。わたしは、大学で学んだのは、幾つかコースを取っ

たわけですが、例えば「グローバリゼーション・アンド・ヒューマンライツ」というコー

スを、アメリカのロースクールでは取り、ＷＴＯ（世界貿易機関）の通商の分野で、人権

がどう扱われているかというのをテーマにしたんですね。わたしは人権のこともやってい

たし、それから留学前に国内で若干通商のことなども扱ったことがあったので、そういう

結構珍しいというか、変な経歴ではあると思うんですけれど、わたしは今後ともそういう

二足のわらじでずっとやっていくつもりです。それで、（国際機関に）売れるか売れないか、
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というのは、わたしには分からなかったんですけれども、（インターンに応募して分かった

のは）ある程度は売れたということですね。それぞれ皆さんあると思うんですね、どうい

うスタイルで自分は仕事をしていきたいか。そのプラス部分を売っていくんだと、そうい

う発想でやっていただけたらと思います。 

 

鈴木 ありがとうございました。ほかは、今の３地点のほうからご質問ありますでしょう

か。よろしいですか。はい。そうしたら、まだちょっと時間がありますので、東京のほう

からご質問があればお受けしたいと思います。じゃ、よろしくお願いします。 

 

受講者３ 今日は、ロースクールと同じくらい充実したお話をお伺いすることができ、大

変喜んでおります。 

 ２点質問があるんですけれども、まず例えば、私個人的には、労働法、外国人の労働者

問題とかに興味がありまして、それで例えばＩＬＯとかを考えているんですけれども、他

方で、日本で就職する際には、一般民事ですとか、そういった法律事務所に興味がありま

して、それで例えば一般民事で、日本で経験を積んで国際的なところに出た場合に、開発

に携わるとか、そういったことで、あまりつながりが薄いかなと思ったんですけれども、

弁護士のこれからの就職難の時代に、就職する際にどういった法律事務所選びに、どうい

ったところをＪＰＯを目指すうえで意識したらいいのかということと、あとやはりＪＰＯ

を目指すうえでは、ＬＬ.Ｍ.の取得は、やはり何というんですか、積極的に考えていった

ほうがよいのでしょうか。 

 

鈴木 ありがとうございました。１番目の質問はどうしましょう。山本さんでよろしいで

すかね。 

 

山本 他のスピーカーの方からも補足があれば、お願いしたいんですけれども、ＩＬＯを

お考えだったら、日本の労働法を扱っている事務所へ行くのがいいと思います。国際的な

業務ではないかもしれないけれども。その中で、国際的な労働事件をしている事務所があ

るんだったら、それをまず探すというのは、もちろん考えたほうがいいと思います。それ

が、もし必ずしも無い場合に、それでも、ＩＬＯへ行くんだったら、日本での労働法実務

経験は、プラスにはなると思うんですね。 

もっといい選択肢があれば、わたしも言いたいんですけど、日本の弁護士が国際機関に

行くときの悩みで、今言われたような悩みはすごくあるんですよ。それがある中でどうい

うふうに考えるかというと、私だったなら、例えばそういうふうに考える、という一例で

す。だから、ほかの考え方もあると思いますけど、わたしは、日本での労働法の実務経験、

２年なり３年の経験は、売れるというふうに思っています。多分、そういうふうに使える

と思います。 
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 それから、ＬＬ.Ｍ.はお勧めですね。いや、必須ではないですけれども、積極的に考え

られたらいかがでしょうか。ＬＬ.Ｍ.は、まずマスターという資格が取れること、それか

らコモン・ローの知識が身につくということ、それからアメリカの場合では、それでアメ

リカの法曹資格を持つ、ＬＬ.Ｍ.の後は比較的簡単に取れますから、それはプラスになる

という意味で、お勧めだと思います。 

 

鈴木 いかがでしょうか。松原さん、ほかのかたでも補足あれば、お願いします。 

 

勝間 もし海外で生活または勉強したことがないということであれば、ＬＬ.Ｍ.を取りに

留学に行くことは、すごくいいと思うんですね。それは英語とか、専門性というだけじゃ

なくて、やっぱり多文化の中で、１年間なり、２年間生活するっていうことが、恐らく国

連のような、非常にマルチカルチュラルな組織の中で仕事をしていくうえで、役に立つの

かなというふうに思います。 

 

鈴木 ありがとうございました。もしまだあれば、最後１問お受けしたいと思いますが、

複数手が挙がってしまったけども、今お手を挙げられたお三方、質問だけ先にしてくださ

い。お願いします。 

 

受講者４ どうもありがとうございました。ロースクールから参りました。松原さんに１

点お伺いしたいんですけれども、このいただいたレジュメに主なＪＰＯの派遣先っていう

のが幾つか出てたんですけれども、僕自身は、ここには挙がっていない裁判機関、ＩＣＣ

だとか、ＩＣＴＹだとか、そういった国際機関に機会があれば行ってみたいなと考えてる

んですけれども、ＪＰＯの派遣先として考えられてる国際機関というのは、国連事務局は

除かれてるというお話がさっきあったと思うんですけど、それ以外に具体的に除かれてる

ほかの機関があったりだとか、特にそういう制限は、国連事務局以外にはないのかってい

う派遣先についてお伺いしたいです。 

 

鈴木 先に質問だけということで、次に、はい、お願いします。 

 

受講者５ 大学生です。お話ありがとうございました。勝間さんと根本さんにお伺いした

いんですけれども、国際機関で働かれている方々は、ずっと国際機関で働くのではなくて、

違うフィールドへ移られるかたが多いんですか。あるいはお二人とも今は異なったフィー

ルドで働かれていると思うんですけれども、何か国際機関で働くときから、将来、今のフ

ィールドに移ろうっていうのは、考えられて働いていらっしゃったのか、その点を教えて

いただきたいと思います。 
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受講者６ 弁護士です。山本先生にお伺いをしたいのですが、先生のご推奨どおり、ＬＬ.

Ｍ.を取ったあとに、普通の弁護士であれば、何年かは登録してからたつと思うんです。そ

の時点で戻ってきたときに、ニューヨークバーも取って戻ってきたときに、オーバークオ

リフィケーションだと言われる可能性があると、ＪＰＯでしたら。一転、またわたしが他

方で聞いておりますのは、国連組織にいるドイツ人の弁護士から、国がどれだけ自分をバ

ックアップしてくれるかというのが、すごく国連に入るうえでは大切だというのを聞いて

おりますので、恐らくＪＰＯ以外で国連に入ろうとすると、つまりニューヨークバーを取

って、Ｐ３で戻って入るときには、かなりＪＰＯで入るのと比べて難しい面があるのでは

ないかと思うんですけれども、その面についてお聞きしたいと思います。 

 

鈴木 ありがとうございました。じゃ、順番に松原様からお願いします。 

 

松原 先程も申し上げましたとおり、国連事務局に派遣された場合、引き続き国連事務局

でのポストに残るためには、ＪＰＯ派遣期間中に国連競争試験を受験し合格する必要があ

ります。この試験の対象とするレベルはＰ１、Ｐ２であり、その上のレベルのＰ３のポス

トも右試験に合格した人だけが応募できるというシステムになっています。そうすると、

国連事務局にＪＰＯをＰ２で派遣しても、競争試験に合格しなければ、Ｐ３に応募できる

資格がないという可能性があります。ただ、本人の強い希望や適性等、総合的な判断によ

り、例外を全く認めないわけではありません。 

 また、ＪＰＯの派遣先というのは、国際機関に日本が加盟しているということが、最低

条件です。例えば、ＩＣＣについては、ご承知のとおり、２００７年１０月に我が国は加

盟しましたので、この点では派遣が可能だと思います。ただ、具体的に派遣を行うために

は、ＩＣＣと日本政府の間で、派遣取り決めを結ばなければなりません。将来、ＪＰＯ候

補者の中でＩＣＣへの派遣を希望する人が出てくれば、派遣取り決めを結び、派遣対象と

なると考えられます。 

 

勝間 わたしのほうからは、国連を何で辞めたかということも含めて、お話をしたいと思

います。先ほど松原室長がおっしゃったんですけれど、国連に就職するというふうに考え

ないほうがいいと思います。国連っていう組織は非常に大きな組織で、その中で結局何を

自分がやりたいかが重要なのだと考えています。国連という組織に入りたいというのは、

何も言っていないのと同じだと思います。わたしのところに相談に来る方にも、「ユニセフ

に入りたいんですけど、どうすればいいですか」っていう人が多くいます。そのときには、

「ユニセフで何をしたいんですか」って聞き返すことにしています。というのは、就社で

はないんですよね。まさにほんとに就職で、「職」つまり特定の専門分野を必要とするポス

トに就くわけです。ユニセフの中で、例えば子どもの人権を保障するセクションがあれば、

そこに応募するわけなので、ですから、そういう意味では、ほんとに就職であって、就社
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ではないということです。だから、そこに入って、自分が何をやりたいかっていうことを

はっきり持つということが重要だと思います。 

 わたしの場合、子どもの権利を途上国で実現したいってことが、自分のやりたいことな

んですね。ユニセフっていうのは、一つの手段であって、そこで９年ぐらい仕事をしまし

た。今は、たまたま大学にいますが、やろうとしていることは変わりません。 

 恐らく、いろいろな他の国の専門家の人たちっていうのは、一つの組織にずっととどま

ることはあまりないのだと思います。それに対して、日本は終身雇用がこれまで強くあっ

たわけですね。ですから、おんなじ組織でずっといる方が多いんですけれど、わたしが見

てきた国連で仕事をする専門家の人たちは、政府にいたり、国連にいたり、ＮＧＯに行っ

たり、弁護士事務所にいたり、大学に行ったりと、非常に転々としながらネットワークを

作り、自分の専門性を高めていくというキャリア構築のスタイルなんですね。わたしも日

本で修士号を取ったあと、日本のＯＤＡの研究所で仕事をして、米国で博士号を取って、

ユニセフのメキシコ事務所、アフガニスタン事務所、東京の事務所と転々とし、今は、大

学にたまたまいるという状況です。そういったキャリアの積み方っていうのが、恐らく国

際的には主流であるんじゃないかなというふうに思っています。 

 

根本 松原さん、勝間さんがおっしゃっていた何をやりたいのか、それにまた尽きるかな

と思うんですけれども、わたしの場合は、ほんと日本の民間、それも放送局で働いていて、

国連組織に入って、難民保護の仕事をしたかと思うと、後には広報、それから所長、そし

て今はＮＧＯの長と、非常にジョブモビリティーが高い形で仕事をしております。実を言

いますと、国連にはいつでも戻れるような、そういった取り決めをしてまして、また国連

に戻るということも大いにありうる。あるいはＮＧＯから、また民間企業というところに

行くかもしれない。自分の中で、今やりたいことは、日本という国でダイバーシティー、

多様性、自分の立場とは違った異質なものとか、そういった人たちを受け入れる、そうい

った気持ちをもっともっと価値観として広げていきたい。そして、難民問題について関心

を高めて、政府だけではなくて、一般の人たちからの支援、協力をもっともっと広めたい、

それが至上命題としてもやはりやりたいことなんで、それができる仕事であれば、特に何

ということでは、自分を制限していないということです。 

 ＵＮＨＣＲのプロモーション、昇進の方針を見てみましても、いろいろなジョブ、いろ

んな仕事に、職種にトライしてきた人、あるいはいろいろな組織で仕事をしてきた人、そ

ういった人たちをより高く評価するという方針があります。私の場合、勝間さんからもお

話ありましたけれども、ほかの国連組織、ＷＦＰという食糧援助をつかさどっている機関

でも、出向をして仕事をしておりましたので、そういった意味では、ほんとにいろいろな

見地を広めるという意味では、一つの分野に狭めないで、いろんなことをトライしていく

のがいいんではないかなと思います。 

 それから、ＬＬ.Ｍ.についてですけれども、それがオーバークオリフィケーションにな
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ってしまうんではないかというご懸念、おっしゃっておりましたけれども、実際にほかの

国の職員を見てますと、ＬＬ.Ｍ.持った人たちたくさんいます。ＬＬ.Ｍ.を持った形でＪ

ＰＯになっているほかの国の出身者、ＪＰＯの人たちいますので、それがオーバークオリ

フィケーションとしてみなされるということは、必ずしも当たらないのではないかなと思

いますので、チャレンジしてください。 

 

松原 学位の話で補足いたしますと、国際機関ではより高い学位を有しているほうが圧倒

的に有利です。高い学歴を有していることは有利になっても、マイナスにはなりません。 

 

山本 ありがとうございます。若干わたしの言い方がミスリーディングだったのかもしれ

ませんけれど、わたしが人に相談して言われたのは、「Ｐ３に行けるよ」という言い方をさ

れたのであって、それはＪＰＯとかＰ２ではダメだ、という意味ではない。つまり「上を

目指せ」という言い方をされたというのが一つと、それから、その観点でいうと、わたし

は、もう１、２年早くＬＬ.Ｍ.に留学しておけばよかったかな、というのは、つまりＬＬ.

Ｍ.が悪いのではなくて、わたしはもう少しだけ早く留学するという選択肢があったし、早

めにそういうアドバイスを受けていたら、そうしたかもしれないなという意味なんです。

大体わたしの話は、話半分ぐらいに聞いておいてほしいんですけれど、そういうことです。 

 

勝間 今日はＪＰＯの説明ということもあるので、やっぱりＪＰＯをお勧めしたいと思い

ます。別の考え方として、国内で十分にキャリアを積んで、それから、ＪＰＯではなく、

国連の正規職員にチャレンジするということもあると思うんですね。だけど、やっぱりこ

れは難しいと思います。というのは、わたしもユニセフの中にいて、採用する側に立った

ことも何度かあるんですけれど、若いときに国連でやった、いい仕事をした、また勤務評

定がいいという候補者はできるだけ採用したいというケースが多いです。ＪＰＯというの

は、国連で十分やっていけたという実績の証明書みたいなものですね。そうすると、中堅

で採用するときも、この人は国連の流儀、国連のカルチャー、国連の官僚制度をすべて経

験し、ちゃんと仕事をできたという証明書付きであると。国連をすでによく知った上で、

もう一度来たいのかということで、いわばトラックレコードがあり、採用されやすいので

はないでしょうか。やっぱりそういう意味で、ＪＰＯっていう仕組みがせっかくあるので、

ぜひ若いときにこれを一度経験しておけば、仮にそのまま正規職員で残れない、あるいは

残らないとしても、いずれ国連に戻っていくチャンスは大いにあるであろうというふうに

思います。 

 

松原 最初に申し上げましたように、日本と国際機関の雇用制度は全く違います。日本に

あると同じ組織にずっといるのが当たり前という意識があるかと思いますが、国際機関で

は必ずしもそうではないのです。ある程度の年齢が来ると、親の面倒とか、子供の教育と
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かで、どうしても日本に帰りたい、帰らなければならないという事情が出てくかもしれま

せん。邦人職員を増やしていくという意味では、日本で受け皿のようなものができ、日本

に帰国せざるを得ない状況が解消された後、さらに上のポストを目指せるような状況があ

ればと思いますが、これは政府だけでできるものではありません。 

 

鈴木 大変ありがとうございました。それでは、本日、大変充実したお話を伺えたと思い

ます。最後に、何点か事務連絡に近いことを申し上げさせていただきます。まず１点、地

方で聞かれている方、本日、松原室長のほうからお配りいただいた資料がお手元にないか

と思いますので、ご希望の方は、国際課までご連絡をいただければお送りするようにいた

しますので、ご連絡いただければと思います。また、日弁連では、引き続き国際機関への

就職支援や、国際活動に関心を持つ弁護士への支援というのをしたいと思っております。

それに関連するような資料も、本日の資料に入れております。 

 また今日、正式アナウンスにはちょっと至らないんですけれども、今後、外務省のほう

と協力させていただきまして、弁護士で国際機関に勤務を希望する者のロスター制度とい

うのも、できれば近いところで発足をさせたいということで、今、準備をしておりますの

で、こういった情報も随時ホームページに上げていきますので、関心のあるかたは、ごら

んいただければと思います。 

 時間を超過してしまいましたが、これで本日のセミナーを終了したいと思います。最後

に、本日お時間をいただきまして、お話をいただきました四方に、皆さんから拍手をいた

だければと思います。それでは、これで終わらせていただきたいと思います。皆様、ご清

聴大変ありがとうございました。 

 

（音声データ・録音終了） 


